
FIN48導入の会計実務への影響 :
TEIのコメントを中心に

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2012-05-18

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 永田, 守男

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.14945/00006677URL



FIN48導入の会計実務への影響

一側Ⅲ のコメントを中心に一

永田 守男

はじめに

財務会計財団 lFinancialAccountmgFoundation,FAF)理 事会は、2010年 11月 に会計基

準の適用に関するレビュー lPost‐ ImplelFlentation RevieL PIRlに ついて、その新たなプロ

セスを公表し2011年半ばまでにその作業が完了するとの見込みを公表した。lPIRでは、財務

会計基準委員会 CFinancial Accountmg Standard Board,FASB)お よび政府会計基準委員会

(GovemmentalAccountmg Standard Board,FASB)が 公表した会計基準についてそれぞれ

1件を選定し、作業がおこなわれる。FASBが公表した会計基準のうちレビューの対象となっ

たのは、2006年 6月 に公表された解釈指針第48号「所得税の不確実性に関する会計」僣b"劇
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あった。これは FIN48の導入時に、それが解釈指針としての位置づけを超えて、財務会計基

準 書 第 109号
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動辮ε SWS109の改正に相当すると理解され、会計実務に相当な影響を及ぼすと理解されて

いたからであろう。そこで本稿では、FIN48の導入が会計実務に与えた影響について、Tax

Executive lnstitute lTEI)が 整墨 確 出したコメントを手準卜かりとしてけ るざ

I.PIR質問項目の概要
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(1)PIRの 目的

PIRは、FASBと GASBと いう二つの会計基準設定機関の活動を監督するFSの活動の一

環として行うものであり、両基準設定機関の基準設定プロセスの効率性を評価する FAF理事

会を支援することを目的としている。その運営は基準設定プロセスから1測虫立しておこなわれ、

専門チームが構成される。そのチームのメンバーは、両基準設定機関のプロジェクトマネージ

ャー経験者であり、FAFにフルタイムで任命されたものから構成される。2

PIRはすべての基準を検討するものではなく、財務報告に重大な変更をもたらすもの、ある

いは基準がその目的を満たしていないとの報告が示されたならば相当数のステークホルダーに

影響を及ぼす基準を対象にするとし、以下の要素を考慮に入れて対象基準を選定する。3

0会計基準公表後に重要なガイダンスが要請されてきた力Ъ

・類似の取引について一貫した報告がされていない力Ъ

・基準の適用や解釈に誤りがみられる力、

・基準を公表したことにより財務諸表の再公表が相当数みられる力、

・基準の公表についてステークホルダーの相当な議論を招いた力ヽ

・基準により重大な取引の構築をもたらした力Ъ

・基準の対象となる取引の範囲が広い力、

・基準が産業界に広く影響をお呼びした力Ъ

・基準の適用に相当なコストが生じたか、あるいは本目当なシステム変更やメンテナンスを求

められたか

・基準が財務諸表のさまざまな要素に影響を及ばした力、

・他の基準設定機関が同一の基準あるいはコンバージェンスされた基準を検討している力、

前述のごとく、FIN48は解釈指針でありながらも、SFA109の改訂に匹敵するとの評価がな

され、それは法人税にかかわる取引の報告を求めるものであるため、すべての企業に影響を及

ぶものであつた。さらにその影響は財務会計の領域にとどまることなく、内国歳入庁⊂ntemal

2E選、Fttg“θ″zカゥ仙 ごθ
“
αγ″a2Sabθ

“
ι」破げbLttlttbmθ ″″ rJi19m Rθヵb″ ι西リ

物 銭

(http:||… .aCCOuntm2foundation.org/cs/BlobServerЪ lobcd■■laldata&blobtable式 (L豊騨li

lobs&blobkeF― id&blobwhere=1175823564741&blobheadeF=application%2Fpd1 2011イ li l塁

月 10日 )

3」Ld

-27…



Revenue Sewlc∂ による「不確かな税ポジシヨンに関する明細書lSchedule forUncettain Tax

PositionO」 の導入にまで及んだのである。FIN48は上記の検討すべき要素に照らし合わせた

とき、PIRの検討対象と的確であるといえよう。

検討対象となつた基準についてPIRチームは、基準が所与の目的を達成しているか否かを判

断し、基準の適用コストおよび継続的な準拠コストおよび基準による便益を評価し、さらに基

準設定プロセスの改善に向けた勧告をする。4チームの目的は、基準の評価をおこない基準設定

プロセスの改善勧告をすることにあり、基準設定の勧告をするものではなし、
.こ

のために、チ

ームは以下の観点から、基準を評価する。5

・基準が必要となった問題を解決した力ゝ

・投資家、与信者および財務諸表の利用者に意思決定に有用な情報が提供され、さらに利用

されている力ゝ

・基準の使い勝手がよいKoperationalpか、すなわちステークホルダーが基準を意図したどう

りに適用できるか、基準が理解可能か、そして作成者が情報を信頼して報告できる力Ъ

・財務報告や実務に想定外の変更をもたらした力、

・FASBが考慮していなかつた重大な経済的な影響 (組織の価値やオペレーション、資本市

場や経済的活動への影響)を生じさせた力、

チームはこれらの観点から会計基準を評価するとともに、ステークホルダーから会計基準の

日々 の利用にもとづくコメントを求め、評価報告評 に反映させる。ステークホルダーは 3運

のウエブサイ トに登録することにより、このPIRプロセスに参画することができる。

12)PIRチームの質問票

PIRチームは、前述の目的のためにステークホルダーに対して質問票を用意し、そのコメン

トを求めている。質問は34項目が用意されている。主なもの7を以下に示そう。

「1.FIN48の要件にしたがつて計上された税金負債の決済について記載しなさし、所得税債

4動a
5闘

.

6 FAFは FIN48にかかわるPIR幸風告書を2012年 1月 12日 に公表した。この報告書について

は別稿にて検討したしゝ
7以下とくに断りがない限り、PIRチームの質問票の記述である。
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務のために支払つたか決済した金額は、財務諸表で報告された金額とくらべ 「相当に多い」、

「相当に少ない」か、あるいは「非常に近い」かを示してほしい。FIN48の税金負債の決済

がまだないか、そもそもその計上を求められていないならばその旨を記載してほしし、」

これは FIN48の要件にしたがつて計上された税金負債の額の正確性を問う質問である。

FIN48では不確かな税ポジションが維持されない場合の税見積額を税金負債として計上する

ため、不確かな税ポジションに対する税貴負債の額と実際にポジションが確定した時点での納

税額または税便益の認識額を比較をつうじて認識要件や測定規準の適切′性を判断できるからで

ある。

「2.以下のリストから、発生した税金負債と最終的に支払つたか決済した金額との差額が生

じた主たる理由を選択しなさい。またその理由を説明してほしい。

a.FIN48の範囲

b。当初の認識の境界

c。当初の測定の規準

d。その後の認識・認識の解除の規準

e.その他 」                               ・

この質問では、1.の答えとして差異の存在が明ら力ヽ こなった場合にその要因がどこにあるか

を探るものである。FIN48の導入にあたつては、認識の境界や測定の規準について批半Jが寄せ

られていたため、主たる原因がどこにあるか探るものといえる。

「3.FIN48の導入によつて、それ以前に計上されていた税金負債の残高とFIN48税金負債

の残高は相当に異なる力、本目当に異なるのであれ|よ 以下から理由を選び、具体的に説明し

てほしい。

a.FIN48の前提、すなわち課税当局はすべての税ポジションについて十分な知識をそなえ

ていること。

b.税 ポジシ ヨンの税便益の認識 にあたつて設 け られている 「起 こ りそ うな

lMOre‐Likely¨Than‐Not,MШTNl」 要イ牛

c.FIN48測定規準

d.税ポジションは他の税ポジションと相殺できる可育旨性は考慮することなく評価しなけれ
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ばならないという要件

e.税ポジションが測定されるレやレ (勘定の輸

1当該税法で要求される最初の期間から税ポジションの決着が図られるまで (ま たは時効

が成立するまで)の利子とペナルティを計上することを求める要件

g。その他 」

FIN48の導入は、後述するように税ポジションの維持可能性の検討およびそれが維持されな

かつた場合に生じる法人税額の支払いに備える偶発税損失負伸 の計上基準が定められていな

かつたことを背景としている。また、偶発税損失負債の計上額は十分ではなく、また十分な開

示がされていなかった。したがって FIN48の導入は、それ以前にくらべて不確かな税ポジシ

ョンに対する税金負債の計上額は増大すると考えられていた。この質問では、導入目的の達成

度とその要因を探るものといえる。この質問とともに次の質問 7.で晴報開示度の相違を問うて

いる。

「7.FIN48の実施前に、税金負債の詳細な開示を規貝J的にしていた力ゝ 開示をしていなかっ

たならばその理由を述べてほしい。」

FIN48の導入が求められた背景には、税金負債の計上の不統一さを改善するという情報開示

の要請があった。しかし、そのような要請が生じた背景には、そもそも企業がアグレッシブな

税務戦略を採用 していることがあげられる。企業がアグレッシブな税ポジションを採用してい

たならば、その税ポジションの維持可能性は認識の境界を充たせないと考えられるので、税金

負債の計上を求められることになる。ゆえに、アグレッシブな税ポジションを採用している企

業ほど税金負債の計上が多くなるため、それら企業はそれを避けるためにはより保守的な時ポ

ジションの採用へと向かうはずである。そこで、税務戦略への影響を把握する次の質問が用意

されている。

「
9。FIN48の適用により、税務戦略へのアプローチは保守的になったのか、ならなかつたの

力ゝ 「非常に保守的になった」、「いくぶん保守的になった」、「それほど変化しなかった」、「保

守的にはならなかった」あるいは「まったく保守的にならなかった」を示してほしい。

8税金負債Ctaxreservelと いう用語は、FIN48導入によって明確にされたものであり、導入以
前においてはタックス・クッションCaxcushioD等 さまざまな用語が用いられていた。
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これら FIN48導入が所与の目的を達成できているか、さらにその要因となつたアグレッシ

ブな税ポジションの採用問題への影響力を把握する質問が用意されているといえる。以降の質

問については、FIN48に よる情報提供の利用者のその効果を問う質問、さらにFIN48にかか

わるコストを問う質問、さらにFIN盤 導入時に懸念された監査調書lWorkingpaperOに かかわ

る質問などが用意されている。これら質問は、FIN48を今後も要求し続けるうえで検討されね

ばならない問題といえるが、PIRの 目的は、FIN48の導入効果に主眼が置かれているといえる。

なぜなら、コスト便益の問題はすべての会計基準にいえることだからである。

Ⅱ,FIN48の特数

(1)FIN48導入の目的

FASBが FIN48の導入を図つた背景には、税ポジションの税便益の認識に統一基準がなか

ったことにある。税ポジションは企業が納税申告時におこなう税務処理を意味する。したがつ

て、それは損金または益金の計上 り晴十上、さらにその計上額を意味する。たとえば、法人税

申告書における損金 100ドルの計上が税ポジションを意味する。このとき、100ドルの損金は

30ドル (法人税率 30%と 仮定)の税額減少能力、すなわち税便益を備えている。

ところが、100ドルの損金は法人税申告書の提出臨点で確定したものではなしゝ 100ドルの

損金はあくまでも納税者たる企業の申告であり、それが確定するまでには一定時間、通常は課

税当局の税務調査を終えるまでは確定したものとはならなし、 つまり、法人税申告書の提出後

に 100ドルの損金の一部が、あるいは全額が否認された結果、修正申告あるいは追徴税額を求

められる場合がある。

このような税ポジションの不確実さにもかかわらず、財務諸表においては法人税申告書記載

の法人税額をもつて当期法人税を計上し、かつそれにもとづき繰延税金資産あるいは負債を計

上していた。くわえて、SWS5の適用により、税ポジションの不確実性にたいして偶発税損失

負債を計上する実務がみられたが、その計上方法や開示状況について統一性が見られない状況

にあつた。FIN48はこれらの実務を統一し、比較可能性を高めることを目的に公表されたもの

である。

ω 税便益の認識と税金負債
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FIN48の主たる内容は以下のように9ま とめることができる。

① 税便益の認識およびその解除の規準を定める。

② 未認識または認識を解除された税便益について税領 債を計上する。

③ 税便益の見積最大額にもとづき測定する。

④ 税便益の認識や税金負債の計上は一時差異であるか永久差異であるかを問わず適用する。

⑤ 禾J子およびペナルティを発生させる。

⑥ 財務諸表の注記において「不確実性の重要な変動に関する情報」を開示する。

これらの内容について簡潔に確認しよう。FIN48においては、税便益はその税ポジションが

「テクニカル・メリットに関して税務調査で認められる可育旨性がおそらくあるCmOre likely

than notp場合には財務諸表に認識されねばならない10」 。これは、採用した税ポジションの税便

益 (前述の 30レL/1を、当期法人税費用を減少させたものとして認識することになる。たと

えば、益金が 300ドルあるとしよう。この益金には90シレの法人税 (税率 30%)が生じる。

損金 100ドル (法人税は30ドノの の税ポジションが税務調査で認められる可能性がおそらく

ある場合には、後述の測定の基準を無視するなら|よ その税ポジションの税便益 (30,→ が

認識され、法人税申告書の申告税額 ([300シレー10oドノL/1× 30%=60ドノの が当期法人税費

用として維持される。逆に、可能性がおそらくあるとみなされない場合には、損金 10詢レの

税ポジションは不確かなものとみなされ税便益 30ドルを認識することはできないため、当期

法人税額は60ドルではなく、90ドル ([300ドルー0ドノ司×30%)になる。このとき、当期

法人税費用30レレの貸方項目として税金負債が計上される。さらにこの30レレは「不確実性

の重要な変動に関する情幸陶 において未認識税便益として開示される。

「不確実性の重要な変動に関する情報」においては、この未認識税便益の期首および期末残

高、さらに期中の変動額と変動要因が明ら力ヽこされる。11

認識の境界である「可能性がおそらくある」とは「50%を超える見込みを意味12」 し、この

境界を充たした税ポジションについては「課税当局との最終的な紛争解決にあたつて実現して

9永田守男『会計利益と課税所得』森山書店、2008年、p.176。

10 FinancialAccounting Standard BoardCFASD,Jb′″直 A“a“滋ィ

"″

派加 ハら

4∠
`“

ZIJttg」レ 助
“
姥山″血Lttηθ物絡らp狙 6。

11』分a,p狙 21.

12 Ld,,p狙
6。
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いる見込みが50%を超える税便益の最即 3」 が計上される。この最大額は、累積的発生見込

法により沢1定される。累積的発生見込法とは、起こりうる見積結果に応じて発生見込みを測定

し、その見込みの累積額値が 50%を超えた時点の見積額を測定値とするものである。たとえば、

企業Aが認識の境界を充たした税ポジションについて 100ドルの税便益があるとしよう。この

とき企業Aは以下のような起こりうる見積結果、発生見込および発生見込の累積を検討してい

るとする。14

起こりうる見積結果

100ドル

80

60

50

40

20

発生見込

5%

25

25

20

10

10

発生見込の累積

5%

30

55

75

85

95

o                   5            100

この例で発生見込の累積値が50%を超えるのは起こりうる見積結果が60ドルの場合である。

したがつて認識の境界を充たした税ポジションの税便益は 60ドルとなる。法人税申告書にも

とづく当期法人税費用はこの100ドルの税便益がすべて認められると仮定されている金額であ

るので、40ドルについては当期法人税費用ヤ劫日算され、その貸方項目として税金負債が計上さ

れる。さらにこの 40ドルは未認識税便益として「不確実性の重要な変動に関する情報Jにお

いて開示されることになる。このプロセスにおいて、起こりうる見積結果および発生見込につ

いては、企業Aがさまざまな事実や条件をもとに決定することとなり、非常に多くの判断が介

在するという点が非常に特徴的である。

Ⅲ.FIN48の影響一TEIコ メントを手掛かりとして一

FAFの関心は、FIN48が税金負債の正確性や信頼性を改善したか否力ヽ こある。Ⅷ Iの コメ

ントは、PIRのすべての質問に対応したものではなく15、 6項目にまとめてコメントしている。

13』分I,p狙 8。

14Jレa,pars.虚 1… 22.

15ただし最後の項目である「FIN48の適用コストは便益とくらべて合理的である力」 におい

て、一部の質問に直接的に回答している。
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(1)税金負債の正確性と信頼性

このコメントはPIRの最大の関心事である。税金負債の正確性と信頼性は、税金負債の計上

対象となった税ポジションが最終的にどのような結果をもたらした力ヽ こ左右される。税金負債

は税ポジションが不確かであるがゆえに課税当局による税務調査で否認される可倉旨性があるも

のについて計上されるものである。したがつて、税金負債の正確性と信頼性は、皮肉なことに

予測通り課税当局に否認された結果納税することになった金額との比較によつて検証されるこ

とになる。

TEIは税金負債の正確性にういて「FIN48は SP35ほ ど正確とは考えられない16」 とする。

その主たる要因は、認識の境界あるいは測定規準のいずれ力ヽ こ問題があるのではなく、その組

み合わせにあるとする。認識の境界は SFAS5に もとづく認識よりも明確であるが、それが測

定規準と組み合わされた場合には正確な金額をもたらさないとして、次のような例を示してい

る。「維持可育旨性が 45%の税ポジションはまったく認識することができないのに対して・・・

維持可能性が認識の境界よりわず力ヽ こ高い 55%の維持可能′性がある税ポジションは認識され

る。このときSE盤5では、維持可能性が45%の税ポジションは、それが55%の税ポジション

にくらべてわず力ヽ こ多めの偶発税損失負債を計上する。…・全額否認されるかまたは認められ

るかの可能性がある争点の場合には、企業が報告される税結果の確実性を高め、訴訟費用等を

勘案し執行コストを下げるためにより低い金額で課税当局と妥協するような場合であつても、

その税ポジションは全額が認識されることになる17」 。維持可能性が 50%超であることを条件

とする認識の境界では、45%の維持可能性のある税ポジションは認識されないが、SFAS5で

はその税ポジションは認識され、その維持可能性から一定の偶発税損失負債が計上される。こ

のため、45%と 55%の維持可能性がそれぞれある税ポジションについて、SFAS5は FIN48

よりも多くの税ポジションが認識され、税金負債相当額は少なくなる。さらに、45%の維持可

育旨性の税ポジションは、FIN48では全額が税金負債として計上されるが、多くの場合には、課

税当局との交渉により全額が否認されることは想定しにくいと考えられるため、結果として税

16 TaXExecutive lnstituteCTED,27α 筋圏
"お "月

ゲ Lstlttbma12繊 J」
i19Jル睦 w〆

脚 4
h師:嚇 tei.。rg/news/Patts/ColfrlHlents‐ on‐ FAF‐ Post‐ Implementatlon‐ Review― of‐FIN‐ 48.

aspx(2011年 11月 21日 )

17島id..
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金負債は課題に計上されていることになる。さらに「累積的発生見込法は、その測定にあたつ

て多くの意見と判断が含まれており、SFAS5のプロバブル法に比べて信頼性が低い・ 00(全

体として一永田)FIN48は SFAS5に比べて判断の余地が点在しており、個々の判断において

も複雑である18」 とする。累積的発生見込法では、起こりうる見積金額の刻みや発生見込は企

業の判断に基づくものであり、その設定次第で発生見込みの累積もまた税ポジションの税便益

を認識できる金額にも相違が生じることになる。これらプロセスで保守的な半J断がおこなわれ

れば最終的な税ポジションの結果よりも多くの税金負債が計上されることになる。税金負債が

保守的に計上される一方で、不確かな税ポジションの最終的な決着は、課税当局との交渉に左

右される。このような交渉を念頭に入れない FIN48の規定は「決して実現することのない過

大な税金負債を作り出す19」 ことになる。

TEIは信頼性についても疑念を表明し、税金負債が過大に計上されることともに、四半期ご

とに税ポジションを評価することは財務諸表利用者にとつて有用ではないとする。その理由は、

税務紛争が解決に至るまで時間を要する点に求められる。一般的な税務紛争の例では「ある時

点で税金負債が計上されていない税ポジションについて、180日 後に ⊂RSエージェントとの

面談で)税金負債を計上し、365日後以降に (エージェントの上司との面談で)税金負債を取

り崩すことが生じる20」 。税務紛争の状況次第でいとも簡単に税金負債の額が変動する結果とな

り財務諸表利用者を混乱させることになると考えられるのである。

このように、口EIの見解では、FIN48の不確かな税ポジションに関する′
膳 闘ま、SFAS5に

よるその情報に比べて正確性においても信頼性においても劣るものと位置づけられ、SFAS5

を適切に適用したならば、税実務を反映した税金負債の計上が可能になるとの結論になる。

② FIN48の優位性の可否

TElの関心は、FIN48が SFAS5よ りも規準として優れている力ヽ こついても向けられている。

FIN48は税便益と税金負債の認識および測定の時期と方法を明確にした点を評価するが、税ポ

ジションを定義することに代えて、すべてのポジションを VILTN規準にもとづく文書化する

ことを求めたことを批判する。この文書化は SOX法の規定と相まって著しい負担となつてい

る。したがつて「一時差異項目 (た とえば減価償去「費)についても、重要な税取引 (た とえば

18島id..

19動a.
20腕

..
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買収案件)やタックス・プランニング戦略に対するのと同じような調査や関心が払われること

を正当化すべきでない21」 と批判する。企業全体で考えるならば、重要な取引やタンクス・プ

ランニング戦略を構築している企業は限られている。そのような企業には、IRSに対して取引

にかかわるいくつかの明細書Schedule)の提出が求められており、税ポジションの税務調査や

否認の可育旨性が相対的に高いといえる。それに比して、一時差異にかかわる税ポジションしか

採用していないような企業についても同様の文書化が求められることは過重な負担であるとい

える。

さらに、FIN48の測定規準では前述のとおり多くの判断が組み込まれている。このため、税

ポジションごとにその判断の文書化が必要とされ、「企業は監査人との間で不確かな税ポジショ

ンの数、範囲および金額について非常に頻繁にかつ拡張的な議論を続けなければならない22」

ことになる。このことからSFAS5に比べて多くの手続きおよび文書化が求められること、ま

た判断の要素が多くなればそれに応じて報告される税金負債の金額に幅があることになるので、

FIN48は SFAS5よ り優れているとはいえないことになる。

(D FIN48が もたらす瀞 賄助

FIN48が SFAS5に比べて基準適用上の問題を抱えているとしても、それが作りだナ情報に

価値があるならばFIN48の適用を続ける価値がある。ΠN48は税務調査のリスクにかかわる

判断を排除することにより、「税ポジションが調査されかつ問題にされるか否かという視点から

すべてのポジションについて支持できるものでかつ測定できるものであるか否かという視点ヘ

と焦点をシフトさせた23」 。これはすべての税ポジションが税務調査の対象となることを前提と

した明白な認識の要件を定めたことにより、税便益および税金負債が統一されたレベルで計上

されることにつながる。このため「税金負債や税便益がいつどのように認識されたのかという

点に関しては、投資家に非常に高いレベルの統一`性と比較可能性を提供する24」 とぃえる。と

ころが、FIN48の問題点は前述のごとく、測定の段階でさまざまな判断が組み込まれているこ

とにある。このことから計上される税金負債や税便益の額については統一性と比較可能性を欠

くものとなる懸念がある。翻 Iはさらに、未認識税便益の総額を開示することにも疑間を呈し

21」腸 J。

22動 I.
23動ェ.

24動 I.
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ている。未認識税便益の総額は、認識の境界を充たすことができなかつた税ポジションがもた

らす税便益の額と認識の境界を充たすことはできた税ポジションのうち認識できなかった税便

益の額の合計である。したがつて、この額について企業間比較がおこなわれた場合には、投資

家はその多寡にもとづき「アグレッシブな税ポジションに他社より取り組んでいること、ある

いは相当な現金支出を迫られるリスクが高いとの結論にいたるかもしれなし
'5」

可能陛がある。

しかし、未認識税便益の増減は必ずしもアグレッシブな節税行為に取り組んでいるか否力ヽ こよ

るわけではなし、 前述のごとく、税務調査の頻度、不確定な要素が多い買収案件の税務処理、

さらに企業の不確かな案件のスタンスなどが大きな影響を及ぼすと考えられる。このため、未

認識税便益の総額開示は投資家や課税当局に誤った情報を提供する可能性があり、FASBに「開

示要件の削除を検討すべきである26」 と求めている。

TEIは さらに、一日寺差異項目に FIN48を適用することで得られる情報に価値があるかを検

討する。一時差異項目について不確かな税ポジションが生じる状況は、たとえば減価償却にお

いて保守的に償却期間を設定すれば 5年となるが、償却期間の解釈にあいまいな部分があり4

年の償却期間の設定も可能な場合である。この場合に4年の償却期間で税ポジションを採用 し

たが、保守的な5年との差に相当する 1年分の税便益が未認識税便益として税金負債に計上さ

れる。これによつて計上される当期法人税費用に対して、一時差異項目であるため同額の繰延

税金費用と繰延税金資産が計上される。したがつて「貸借対照表では、不確かな一時差異項目

の税金負債は、まつたく同額の繰延税金資産とともに表示される。財務諸表への純効果は重要

な一時差異について利子費用を税金負債に含める場合に限られる27」 ことになる。FIN48の適

用にあたって求められる税ポジションにかかわる文書化を考慮するならば、一時差異項目への

FIN48の適用に便益があるとはいえないと考えられる。

14p FIN48と税務戦略

未認識税便益の総額開示は、その実態のいかんにかかわらず、企業が節税目的のアグレッシ

ブな税ポジションを採用しているというメッセージを投資家や課税当局に与える可能性がある。

投資家にとっては、巨額の未認識税便益は対象となる税ポジションに巨額の税支出が生じる可

能性を示唆しており、課税当局にとつては企業の節税行動の指標となる。このため、FIN48の

腕
加
加
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導入は企業の税務戦略に大きな影響を及ぼすと考えられていた。

しかしながら、翻EIは FIN48の導入が特定の税務戦略を遂行するための意思決定には最低

限の影響しか与えなかつたとする。その理由として、企業は 10年ほど前に比べて保守的な税

務戦略をたてており、またその戦略の変化は財務会計と税務会計の双方に要因があるとする。

財務会計では、2002年のSOX法の導入による内部統制報告書の影響が大きく、税金負債もま

たこの内部統制の対象となるためである。一方、税務会計ではIRSに よるタックス・シェルタ

ーや報告取引に対する明細書の提出などにより、企業のアグレッシブな税務戦略は退潮傾向に

あったからである。28

この TEIの見解は、FIN48導入によつても当初想定されていたほど未認識税便益の総額に

は変化がみられなかったとする実証研究と一致するものである。FIN48の導入はそもそも税務

戦略への影響を期待したものではないが、企業側からみれば、これら税ポジションにかかわる

報告義務は、財務会計においても税務会計においても錯綜し、過重な状態にあるといえ、何ら

かの対応を求めることになるであろう。29

ω 課税当局へのロードマップ

2006年にFIN48が導入される際にその基準の内容とともに議論を呼んだのが、IRSへのロ

ー ドマップ論である。FIN48の草案段階では、個別の税ポジションに関する記述が求められて

いたが、最終案ではそれを削除し、未認識税便益の総額と期中変動額の開示に差し替えられた

のは、IRSへのロードマップ化への企業の懸念に配慮したものであった。税ポジションの個別

情報開示から総額開示へと変更されたため、財務諸表の月却注開示からは不確かな税ポジション

を特定化することはできない。また未認識税便益の総額はもちろんアメリカの連邦法人税に限

定されたものではなく、州・地方税や諸外国の法人税等にもとづくものが含まれている。この

ため、課税当局の所在地にかかわりなく FIN48に もとづく開示情報はロー ドマップとなりえ

ていないといえる。30

28腕
..

また、エンロン事件後の内部統制制度の導入により、不確かな税ポジションの把握・管理が

進んでいたという指摘もある lBretWens,Adopting the More Likely Than Not Standard for

Tax Returns,伽ミ曲 、Apri1 26,2010,p.453。 )

29 Nichols,Briggs&Bail,And the lmpactls.… Fむst¨QuarterResults FromAdoptingFIN48,
116 ZhxF啜 ,zわθ377,2007.
30 1RSが 2010年度から「不確かな税ポジションにかかわる明細書Gchedule fOrUncё rtain
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未認識便益の総額の開示が課税当局へのロー ドマップとなりえないとしても、FIN48の適用

にあたつて企業が作成する内部文書は課税当局にとつて魅力的である。すなわち、「FIN48は

企業に不確かな税ポジションについて項目ごとに相当の文書を作成するように要求しており、

その文書にはその税ポジシヨンを維持するための自社の評価が含まれていることを課税当局は

知つている。さらにFIN48 workpapersで ポジシヨンの法的要件を厳格に分析するほど、課税

当局はその文書を利用したいと考える31」 のである。課税当局によるFIN48workpaperの入手

可育旨性については制限がカロえられているが、状況によっては認められる場合があり、FIN48で

開示が義務付けられた情報そのものではないが、その情報作成資料が課税当局に税ポジション

の存在と程度を明ら力ヽ こすることになる。このため、特殊な状況をのぞけば、FIN48は課税当

局へのロードマップとはなっていないといえる。

161 FIN48の適用コスト

TEIによれ|よ FIN48の適用コス トは膨大であり、とくに不確かな税ポジションを巡る経営

者と監査人との協議が非常に負担となっている32。 FIN48の導入により企業は採用している税

ポジションについて詳細な分析が求められ、企業は重要な取引にかかわる不確かな税ポジシヨ

ンについて外部の第二者のアドバイザーから意見を求めなければならない。FIN48以前であれ

ば、それらのアドバイスは内部の企業内部のアドバイザーの判断によることが普通であつたが、

現在ではそれによる財務諸表の修正リスクを負う経営者はほとんどみられないという。またほ

とんどの企業が法律事務所や会計事務所CnOn‐ attest accountmg Jh前 に税ポジションのオピニ

オンを求めており、これは公開会社会計監督委員会eublic company Ac∞ untmg Overdght

Boardlが要求する独立レし―ルに基づくものである。また財務諸表監杏においては税ポジシヨ

ンの取扱いについて詳細な調査と評価をおこなうようになっており、監杏コストは増加し、ま

た独立の第二者のオピニオンにかかわるコストも増大しているという。33

Tax P6s諭onO」 の提出を義務付けたことからも、FIN48の開示情報が課税当局にとつてそれ

ほど有用ではないことを示している。
31 TEI,υ .αム.

32た とえば、ΠN48以前であれば、税ポジションに関する文書は毎年、2頁ほどで時間にして

20分程度の作業であつたが、現在では外部の会計事務所や法律事務所のア ドバイスを受けるた

めに数千 ドルを要し、まだ作成する文書も20頁ほどとなり時間にして 20時間程度は要するよ

うになったという。 lTEI,乃五 .)

33動d。
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TEIのコメントによれヤよ FIN48は SFAS5に比べて判断の余地が大きく、またその情報内

容も投資家や課税当局をミスリー ドする可能性があるようである。また導入時の懸念材料であ

ったロー ドマップ化への不安も現状では表面化していない。ただし、その適用コストに目を転

じてみればそのコストl■l膨大なようである。

FIN48がすべての税ポジションについて課税当局が必要な情幸艮をキ巴握できていることを前

提にその維持可育旨性を検討するように求めるため、たとえ税ポジションが不確かなものではな

いとしても形式的には、認識の境界を適用する必要性が生じるため、この境界を充たした税ポ

ジシヨンつまり確かな税ポジションについてはそのことを明ら力ヽ こする文書が必要となる。さ

らに認識の境界を充たしつつもその便益を全額計上できない税ポジシヨンについては、累積的

発生見込法における判断根拠を文書化する必要が生じることになる。くわえて監杏にかかわる

コス トが増大するため、企業側にとつて相当な負担となっているといえる。

その一方で、FIN48の導入はロー ドマップ化への懸念から企業が保守的な税ポジションを採

用する傾向が強まるとの事前の予測に反した結果となっている。この要因は、ロー ドマップ化

の懸念が解消されたからではなく、2000年前後からの税を取り巻く状況の変化が主たる要因で

あろう。1990年代以降、緻密に設計された‐連の節税取引が開発され、企業の税務戦略は非常

にアグレッシブになつていた。これらへの対応としてIRSは、タックス0シェルター取引や報

告取引に関する明細書を導入し、それら節税取引の開発・販売者であるプロモーターと購入者

である企業にそれぞれさまざまな取引資料を提出させるようになっていたからである。このた

め、企業の税務戦略はFIN48導入以前からすでにかなりの程度保守的になっていたのである。

このため、企業にとつては、すでに保守的な税ポジションを採用 し、買収案件のような法人税

法の適用に曖昧な部分が多く存在する取引について維持可育旨性の問題が生じやすい状況となっ

ていたといえる。その状況においては SFAS5では買収案件のような不確かな税ポジションに

対して文書化の作業が求められていたであろうにもかかわらず、FIN48の導入によりすべての

税ポジションに対してその維持可能性が検討され文書化が必要とされることになり、相当なコ

ストが生じたものと推察することができよう。

これに対して、FIN48の導入による便益は、「最高経営責任者、最高財務責任者および取締

・役会レベルで、税務リスクの議論がおこなわれ共有化された34」 ことであるとされる。この便

34島id..
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益は、最終的に投資家や財務諸表利用者へもリスク管理を通じて便益を提供することになる。

しかし、これら便益とコストを比較考慮したとき、FIN48に対する評価は厳しいものとなり、

基準の改訂を求める声は強くなると考えられる。

おわりに

FIN48の導入はSFAS109の改訂に匹敵すると評価されるほどに、その内容および適用範囲

の広さなども含めて大きな影響力を有した。その一方で、FIN48は税務会計と財務会計の結節

点であり、個々の取引の税務処理の影響を財務諸表にどのように反映させる力S5をテーマにし

ているため、その内容は非常に複雑である。このため、FIN48の実務への影響を検討するにあ

たつて、それ以外の要素が多く反映されているといえる。

FIN48と ともに実務に影響を及ぼしたものとしては、タックス・シェルター取引や報告取引

にかかわる明糸田書や SOX法があげられよう。さらに、本稿では取り扱っていないが Schedule

M…3(帳簿利益と課税所得の一致に関する明細書)もまたその 1つであろう。これらの要素が

相侯って会計実務に影響を及ぼしていると考えられる。

結果として、FIN48の導入の最大の影響は企業のコストの増大であり、もちろんその増大も

また前述の要素と相侯つたものであるが、それに比して導入の便益はそれほど明確にはなって

いないと考えられる。電 Iのコメントはその点を強調したものといえ、今後、企業のコスト軽

減の措置がFASBと IRSの双方に求められていくことになろう。

付記 :本稿は平成 23年度静岡大学人文学部経済学科競争的配分経費による研知成果の一部である。

35取引の税務処理を財務諸表に反映させるわけではない。税務処理の最終的な結果が企業に及
ぼす影響を見積もり財務諸表に反映させるものである。
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